
～今月のおすすめ情報～

栃木労働局「今月(４月)のおすすめ情報」を紹介します。

栃木労働局

【掲載場所】
栃木労働局トップページ
＞ 今月のおすすめ情報

局HPのトップページの
ここに掲載しています！

栃木労働局の
公式SNS↓

① 2024年度 栃木の労働行政 ～栃木労働局行政運営方針～

〇栃木労働局では重点施策を掲げ、地域のニーズを踏まえた効果的・効率的な行政運営に職
員一丸で取り組むため、「2024年度 栃木の労働行政」（行政運営方針）を策定しました。

② 「ころばNice（ないっす）とちぎ」 ～無理なくできる!！転倒予防体操～

〇栃木県において『転倒災害』は、最も多く発生している労働災害です。転倒災害の原因
には「ハード面」、「意識面」のほか、「体力・筋力面」も大きな原因の一つとなります。
そこで栃木労働局では、転倒災害が多く発生している50代以上の方でも無理なく体力・

筋力を維持できる体操動画を栃木県理学療法士会のご協力のもと作成いたしました！
ぜひ、この体操を実践し、ころばNice（ないっす）で安全・健康な毎日にしましょう！

「ころばNice
とちぎ」

③ 裁量労働制の改正について

〇裁量労働制については、令和６年４月１日から改正省令及び告示が施行・適用されます。
既に協定を締結している場合は、改めて協定をし直す必要がありますのでご留意願います。

④ 令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます

⑤ 36協定の様式が一部変更となります

〇建設業、自動車運転の業務を含む場合、医業に従事する医師を含む場合の36協定の様
式が変更（協定の有効期間が令和6年4月1日以降）となりました。

⑥ 令和６年度から労災保険率が変更されます！

令和６年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率は、以下のとおり変更されます。
〇労災保険率：業種平均で0.1/1000引下げます（4.5/1000→4.4/1000)。
全54業種中、引下げは17業種、引上げは3業種。

〇特別加入保険料率：一人親方などの特別加入に係る第２種特別
加入保険料率を改定します。全25区分中、引下げ は５区分。

〇労務費率：請負による建設の事業に係る労務費率（請負金額に対
する賃金総額の割合）を改定します。引下げは２業種。

各業種の保険率
など詳細はこちら



⑩ 令和６年度の雇用保険料率（令和５年度と同率です）

①
労働者負担

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率

一般の事業 6／1,000 9.5／1,000 15.5／1,000

農林水産・清酒製造の事業＊ 7／1,000 10.5／1,000 17.5／1,000

建設の事業 7／1,000 11.5／1,000 18.5／1,000

詳細はこちら

＊園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用

⑦ 家内労働委託状況届の提出は４月30日まで

家内労働法第26条、同法施行規則第23条により、家内労働者（内職者）へ業務を委託した場合には
遅滞なく、それ以後は毎年４月１日現在の委託状況について、４月30日までに労働基準監督署を経由
して栃木労働局に「委託状況届」を提出することが定められております。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話：028-634-9109）、または最寄りの労働基準監督

署にお問い合わせください。

〇栃木県電気機械器具製造業の最低工賃について、下記表における金額に改正発効されます。なお、栃
木県電気機械器具製造業の最低工賃は、栃木県内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働
者及びこれらの業務を委託する委託者に適用されます。詳細は、上記賃金室までお問合せください。

⑧ 最低工賃（電気機械器具製造業）の改正について 令和６年４月２０日発効

品 目 工 程 規 格 金 額

コネクター
差し（電線の端末に取付けられた端子を
コネクターに差し込むことをいう。）

リード線について
行うもの

１ピンにつき ５１銭
（改正前 ４６銭）

〇最低賃金引上げに向けて次の支援措置を設けています、ご活用ください。

＊業務改善助成金:中小企業・小規模事業者が、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部
を助成する制度です（※申請期限は令和６年12月27日まで。令和５年度との変更点
もございますので、詳細は専用ページをご覧ください。）。

[問合せ]業務改善助成金コールセンターTEL0120-366-440/栃木働き方改革推進支援センター

⑨ 令和６年度「業務改善助成金」がはじまります！

業務改善
助成金に
ついては

こちら☞

⑪ 労働者の人材育成に人材開発支援助成金を活用しませんか？
〇人への投資促進コース・・・ｅラーニング等の定額受け放題サービスで目的や職種
などに合わせた効果的な訓練を実施した場合の定額制訓練、労働者が自発的に受講し
た訓練経費を負担する事業主へ助成の自発的職業能力開発訓練、他デジタル人材、高
度人材を育成する訓練の訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度。
令和４年12月助成率が引き上げとなりました。

〇事業展開等リスキリング支援コース・・・企業の持続的な発展のため、新製品
の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・
グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化を図るための人材育成
に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度。
［問合せ］栃木労働局助成金事務センター TEL：028－614－2263

⑫ 楽しむ春、休みをつなげて、もっと楽しく！
〇年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的
な業務運営や休暇の分散化にも資する「年次有給休暇の計画的付与
制度」や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資
する「時間単位の年次有給休暇制度」の活用が効果的です。


